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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼手段と、前記燃焼手段で発生する熱により暖房熱媒を加熱するための熱交換器と、
送風機を有する暖房端末と、前記熱交換器と前記暖房端末とを接続する循環通路と、前記
暖房熱媒を循環させるために前記循環通路に設けられた循環手段と、前記循環通路から分
岐されて前記暖房端末をバイパスするバイパス通路と、前記循環通路と前記バイパス通路
に前記暖房熱媒を分配するための分配手段と、前記バイパス通路に設けられた給湯用熱交
換器と、前記給湯用熱交換器に上水を供給するための給水通路と、前記給湯用熱交換器で
加熱された湯水を所定の給湯設定温度で給湯するための給湯通路とを備えた暖房給湯シス
テムにおいて、
　前記分配手段は暖房運転と給湯運転と暖房給湯同時運転に対応可能なように分配比を調
整可能であり、
　前記暖房給湯同時運転の開始時に前記分配手段の前記循環通路側の分配比率を一旦０％
にした後に次第に上昇させ、前記循環通路側の分配比率が所定値未満である場合には、前
記暖房端末の前記送風機の送風運転を禁止し、前記循環通路側の分配比率が所定値以上に
なると、前記送風運転の禁止を解除することを特徴とする暖房給湯システム。
【請求項２】
　前記暖房給湯同時運転時には、前記暖房熱媒を暖房端末用設定温度に加熱して循環させ
ることを特徴とする請求項１に記載の暖房給湯システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼熱により加熱した暖房熱媒を暖房端末に供給して暖房を行う暖房運転と
、この暖房熱媒との熱交換により上水を加熱して給湯を行う給湯運転を実行可能な暖房給
湯システムに関し、特に暖房運転と給湯運転を同時に実行可能な暖房給湯システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から暖房熱媒である湯水を加熱手段で加熱して暖房端末に供給することにより暖房
を行う温水暖房システムが広く使用されている。温水暖房システムは、例えば暖房運転開
始直後には、暖房端末に供給される暖房熱媒の温度が予め設定された暖房用温度より低温
であるため、暖房端末で送風機を作動させると低温の送風になるので、使用者に不快感を
与える虞がある。このような低温の送風を防ぐために、例えば特許文献１のように、暖房
熱媒の温度が低い場合には送風機の作動を禁止している。
【０００３】
　一方、暖房運転と給湯運転と暖房給湯同時運転の各運転を実行可能な暖房給湯装置に暖
房端末を接続した暖房給湯システムが知られている。このような暖房給湯システムは、予
め設定された暖房端末用設定温度に加熱した暖房熱媒を暖房用と給湯用に分配する分配手
段を備え、分配手段の分配比を調整して暖房給湯同時運転を可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３４７０４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　暖房給湯同時運転を行う暖房給湯システムは、暖房給湯同時運転時に給湯を優先して分
配手段の分配比を調整するように構成されている。そのため、暖房給湯同時運転の開始直
後や給湯負荷が大きい場合に暖房用の暖房熱媒の分配比が小さくなり、暖房端末に供給さ
れる暖房熱媒が少なくなる。暖房熱媒の供給量が少量になると、暖房熱媒の温度が暖房端
末用設定温度であっても暖房端末に十分な熱量を供給することができないので、暖房端末
の送風機が作動すると低温の送風になり、暖房使用者に不快感を与える虞がある。
【０００６】
　本発明の目的は、暖房端末の送風が低温になる虞がある場合には、暖房端末の送風運転
を禁止することが可能な暖房給湯システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、燃焼手段と、前記燃焼手段で発生する熱により暖房熱媒を加熱する
ための熱交換器と、送風機を有する暖房端末と、前記熱交換器と前記暖房端末とを接続す
る循環通路と、前記暖房熱媒を循環させるために前記循環通路に設けられた循環手段と、
前記循環通路から分岐されて前記暖房端末をバイパスするバイパス通路と、前記循環通路
と前記バイパス通路に前記暖房熱媒を分配するための分配手段と、前記バイパス通路に設
けられた給湯用熱交換器と、前記給湯用熱交換器に上水を供給するための給水通路と、前
記給湯用熱交換器で加熱された湯水を所定の給湯設定温度で給湯するための給湯通路とを
備えた暖房給湯システムにおいて、前記分配手段は暖房運転と給湯運転と暖房給湯同時運
転に対応可能なように分配比を調整可能であり、前記暖房給湯同時運転の開始時に前記分
配手段の前記循環通路側の分配比率を一旦０％にした後に次第に上昇させ、前記循環通路
側の分配比率が所定値未満である場合には、前記暖房端末の前記送風機の送風運転を禁止
し、前記循環通路側の分配比率が所定値以上になると、前記送風運転の禁止を解除するこ
とを特徴としている。
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【０００８】
　上記構成によれば、暖房給湯システムは、暖房給湯同時運転時に暖房熱媒を循環通路と
バイパス通路に分配する分配手段の分配比を調整する。このとき、循環通路側の暖房端末
への分配比率が所定値未満の場合には、暖房端末の送風機の送風運転を禁止するので、暖
房端末における熱量の不足により空気が十分に加熱されずに低温の送風になることを防ぐ
ことができる。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記暖房給湯同時運転時には、前記暖房熱媒を
暖房端末用設定温度に加熱して循環させることを特徴としている。
【００１０】
　上記構成により、暖房熱媒の温度が暖房運転用に設定された暖房端末用設定温度であっ
ても、循環通路側の分配比率が所定値未満のため暖房給湯同時運転時に暖房端末に供給さ
れる熱量が不足する場合には、暖房端末の送風機の送風運転を禁止して低温の送風を防ぐ
ことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、暖房給湯同時運転時の低温の送風を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例に係る暖房給湯システムの全体構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例】
【００１４】
　最初に、本発明の暖房給湯システムＡの全体構成について、図１に基づいて説明する。
　暖房給湯システムＡは、暖房給湯装置１と暖房端末３１を備え、暖房給湯装置１で加熱
した暖房熱媒を暖房端末３１との間で循環させて暖房運転を行い、暖房熱媒の熱を利用し
て加熱した上水を給湯設定温度に調整して給湯する給湯運転を行うことができるように構
成されている。
【００１５】
　次に、暖房給湯装置１について説明する。
　暖房給湯装置１は、燃焼手段である燃焼部２と、熱交換器１０と、この熱交換器１０と
暖房端末３１を接続する循環通路４と、循環通路４の熱交換器１０より上流側に設けられ
た循環手段である循環ポンプ１１等を備えている。燃焼部２は燃焼用送風機３を備え、こ
の燃焼用送風機３により矢印ＡＳで示す給気と矢印Ｆで示す燃料ガスを混合して供給され
る混合ガスを燃焼させる。発生する燃焼ガス量及び燃焼熱量は、燃焼用送風機３の回転数
の制御により調整される。熱交換器１０は、燃焼部２で発生した燃焼ガスと暖房熱媒との
間で熱交換させて、暖房熱媒を予め設定されている暖房端末用設定温度に加熱する。熱交
換により温度が下がった燃焼ガスは、矢印Ｅで示すように外部に排気される。
【００１６】
　また、暖房給湯装置１は、第１バイパス通路１２（バイパス通路）と、この第１バイパ
ス通路１２に設けられた給湯用熱交換器２０と、給水通路１９と、給湯通路２１等を備え
ている。第１バイパス通路１２は、熱交換器１０の下流側で循環通路４から分岐されて暖
房端末３１をバイパスし、循環ポンプ１１の上流側で循環通路４に合流する。給水通路１
９は、矢印ＣＷで示すように給湯用熱交換器２０に上水を供給する。給湯通路２１は、給
湯用熱交換器２０で加熱された湯水を矢印ＨＷで示すように給湯栓等に給湯する。
【００１７】
　さらに、暖房給湯装置１は、暖房運転等を制御する制御部５を備えている。暖房給湯装
置１の設定操作等を行うための操作端末６は、制御部５に通信可能に接続され、例えば暖
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房端末３１が暖房を行う室内に配設されている。また、屋外に配設された外気温度センサ
３０が制御部５と通信可能に接続されている。
【００１８】
　次に、循環通路４について説明する。
　循環通路４は、循環ポンプ１１と熱交換器１０の間に第１温度センサ１３を備え、熱交
換器１０の下流側に第２温度センサ１４を備えている。第１温度センサ１３は、熱交換器
１０に流入する暖房熱媒の温度を検知する。第２温度センサ１４は、熱交換器１０で加熱
された暖房熱媒の温度を検知する。
【００１９】
　循環通路４と第１バイパス通路１２の分岐部には、分配手段である第１分配弁１５が設
けられている。第１分配弁１５は、暖房運転と給湯運転と暖房給湯同時運転に対応可能な
ように、熱交換器１０で加熱された暖房熱媒を循環通路４と第１バイパス通路１２に分配
し、その分配比は調整可能である。第１分配弁１５により循環通路４に分配された暖房熱
媒は暖房端末３１に供給され、第１バイパス通路１２に分配された暖房熱媒は給湯用熱交
換器２０に供給される。
【００２０】
　熱交換器１０と第１分配弁１５の間には、循環通路４内の圧力を開放する圧力開放弁１
６が設けられている。循環ポンプ１１の上流側には、暖房端末３１から戻ってくる暖房熱
媒の温度を検知する暖房戻り温度センサ１７が設けられている。循環ポンプ１１と暖房戻
り温度センサ１７の間には、矢印Ｒで示すように暖房熱媒を補充するための補充通路１８
が接続されている。
【００２１】
　次に、給湯用熱交換器２０について説明する。
　給湯用熱交換器２０はプレート式熱交換器であり、積層された複数枚の熱交換プレート
間に通路が形成されている。給湯用熱交換器２０内では、暖房熱媒と給水通路１９から供
給される上水が互いに混ざり合うことなく対向するように熱交換プレート間の通路を一つ
置きに流れる。これらの熱交換プレートには、表面積を拡大して熱交換効率を向上させる
ために凹凸が形成されている。
【００２２】
　次に、給水通路１９と給湯通路２１について説明する。
　給水通路１９は、第２分配弁２３と、流量調整弁２４と、給湯流量センサ２５と、入水
温度センサ２６を備えている。給湯栓等の開栓により矢印ＣＷで示すように給水通路１９
に上水が供給される。給水通路１９から第２バイパス通路２２（給湯バイパス通路）が分
岐され、この分岐部に配設された第２分配弁２３が給水通路１９と第２バイパス通路２２
に上水を分配し、その分配比は調整可能である。従って、第２分配弁２３は、第２バイパ
ス通路２２を流れる上水の流量を調整する流量調整手段である。流量調整弁２４は、第２
分配弁２３に入水する上水の流量を調整する。給湯流量センサ２５は、第２分配弁２３に
供給される上水の流量を検知する。入水温度センサ２６は、第２分配弁２３に入水する上
水の温度を検知する。
【００２３】
　給湯通路２１には、合流部Ｃにおいて第２バイパス通路２２が合流する。合流部Ｃと、
給湯用熱交換器２０との間には、出湯温度センサ２７が設けられている。この出湯温度セ
ンサ２７は、給湯用熱交換器２０から出湯される湯水の温度を検知する。給湯通路２１の
下流側端部には、給湯温度センサ２８が設けられている。この給湯温度センサ２８は、給
湯用熱交換器２０で加熱された湯水と第２バイパス通路２２を流れる上水とが混合されて
給湯される湯水の給湯温度を検知する。給湯運転において、この給湯温度が給湯設定温度
になるように第２分配弁２３が制御される。
【００２４】
　次に、制御部５について説明する。
　制御部５は、暖房給湯装置１内に設けられた第１温度センサ１３等の検知信号や燃焼用
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送風機３等の回転数等を検知信号として受信可能に、且つ燃焼用送風機３の回転数や第１
分配弁１５の分配比等の設定値を設定可能に接続されている。そして、それらの検知信号
及び設定値に基づいて燃焼用送風機３や循環ポンプ１１、第１分配弁１５等を制御するこ
とにより、暖房運転、給湯運転、暖房給湯同時運転の各運転を制御する。
【００２５】
　制御部５は、例えば暖房運転中に給湯運転の要求があるときには、検知信号及び設定値
、暖房給湯装置１の加熱能力等に基づいて暖房給湯同時運転の可否判定を行う。暖房給湯
同時運転可能と判定した場合は暖房給湯同時運転を行い、暖房給湯同時運転不可と判定し
た場合は暖房運転を休止して給湯運転を行う。
【００２６】
　次に、操作端末６について説明する。
　操作端末６は、例えば温度や運転状況等を表示可能な表示部７と、暖房温度や給湯温度
の設定操作や暖房運転の開始操作等を行うためのスイッチ部８と、図示を省略するが警報
音等を出力する音声出力部を備えている。
【００２７】
　次に、暖房端末３１について説明する。
　暖房端末３１は、暖房用送風機３２（送風機）と、暖房熱媒と空気の間で熱交換を行う
ための暖房用熱交換器３３と、暖房端末３１の運転を制御する暖房端末制御部３４を備え
、導入した空気を暖房用熱交換器３３で加熱して温風を送り出すことにより暖房を行う。
例えば暖房端末３１がエアハンドラーの場合は、暖房用送風機３２の送風運転により、暖
房端末３１内に取り入れた室内の空気と外気を暖房用熱交換器３３で加熱して、温風を室
内へ送風する。暖房端末３１は、室内の空気を加熱して送風する暖房装置であってもよい
。
【００２８】
　暖房給湯装置１に暖房端末３１を接続する施工時等に、暖房端末３１が要求する暖房熱
媒の温度を暖房端末用設定温度に設定する。暖房端末用設定温度は、通常は６０℃～８０
℃程度に設定される。暖房端末制御部３４は、暖房給湯装置１の制御部５に通信可能に接
続され、暖房端末３１から暖房運転の要求があった場合や、暖房給湯装置１の操作端末６
の操作により暖房運転が開始された場合等に、制御部５と協働して暖房運転を制御する。
【００２９】
　次に、暖房運転について説明する。
　暖房運転では、暖房端末用設定温度に加熱された暖房熱媒を暖房端末３１に供給するた
めに、暖房熱媒が循環通路４を流れるように第１分配弁１５の分配比を調整する。このと
き、第１分配弁１５に供給される暖房熱媒の流量に対して循環通路４側に分配される暖房
熱媒の流量が略同じになるように第１分配弁１５が調整され、暖房熱媒の循環通路４側の
分配比率は略１００％である。暖房熱媒は、循環通路４を流れて暖房用熱交換器３３にお
いて空気を加熱した後、熱交換器１０に戻る。暖房用熱交換器３３で加熱された空気は、
暖房用送風機３２の送風運転により室内に送風される。
【００３０】
　次に、給湯運転について説明する。
　給湯運転は、給湯設定温度の給湯が可能なように熱交換器１０で給湯設定温度より高温
に加熱された暖房熱媒を給湯用熱交換器２０に供給するために、暖房熱媒が第１バイパス
通路１２を流れるように第１分配弁１５の分配比を調整する。このとき暖房熱媒の第１バ
イパス通路１２側の分配比率は略１００％である。例えば、通常は給湯設定温度が４２℃
程度に設定され、暖房端末用設定温度がそれより高い６０℃に設定されている場合、給湯
運転時にも暖房熱媒を暖房端末用設定温度に加熱する。
【００３１】
　一方、高温給湯時には、暖房端末用設定温度より高い温度に暖房熱媒を加熱して給湯用
熱交換器２０に供給可能に構成されている。例えば、暖房端末用設定温度と給湯設定温度
が共に６０℃に設定され、暖房端末用設定温度の暖房熱媒では給湯設定温度の給湯が困難
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な場合には、その高温の給湯設定温度の給湯が可能な温度（例えば７０℃）に暖房熱媒を
加熱する。
【００３２】
　加熱された暖房熱媒は、給湯用熱交換器２０で給水通路１９から供給される上水と熱交
換した後、熱交換器１０に戻る。給湯用熱交換器２０で給湯設定温度より高温に加熱され
た湯水は、給湯通路２１で第２バイパス通路２２の上水との混合により給湯設定温度に調
整されて給湯栓等に供給される。
【００３３】
　次に、暖房給湯同時運転について説明する。
　暖房給湯システムＡは、制御部５により暖房給湯同時運転可能と判定された場合には、
給湯運転を優先して給湯設定温度の給湯が可能なように第１分配弁１５の分配比を調整す
る。そして、熱交換器１０で暖房端末用設定温度に加熱された暖房熱媒を循環通路４及び
第１バイパス通路１２に分配し、暖房端末３１と給湯用熱交換器２０に暖房熱媒を供給す
る。給湯用熱交換器２０で加熱された上水は、給湯通路２１で給湯設定温度に調整されて
給湯栓等に供給される。暖房端末３１は、暖房用熱交換器３３で加熱された空気を暖房用
送風機３２の送風運転により送風して暖房を行う。
【００３４】
　暖房熱媒の循環通路４側の分配比率は、給湯運転優先のため暖房給湯同時運転の開始直
後に一旦略０％にされた後、給湯設定温度の給湯が安定すると次第に上昇する。制御部５
は、この暖房給湯同時運転の開始直後に暖房端末３１に送風運転の禁止信号を送信し、暖
房端末制御部３４はその禁止信号を受信して送風運転を停止する。循環通路４側の分配比
率が所定値以上になると、制御部５は送風運転の禁止解除信号を送信し、暖房端末制御部
３４はその禁止解除信号を受信して送風運転を再開する。尚、循環通路４側の分配比率の
所定値は、例えば３０％に設定されるが、暖房端末３１の暖房能力や暖房給湯装置１の加
熱能力等に応じて適宜設定可能であり、上記に限定されるものではない。
【００３５】
　次に、本発明の暖房給湯システムＡの作用、効果について説明する。
　暖房給湯装置１は、第１分配弁１５の分配比を調整して暖房熱媒を循環通路４と第１バ
イパス通路１２に分配可能である。循環通路４側の分配比率が小さいときは暖房端末３１
に供給される熱量が小さいため、暖房用熱交換器３３で空気を十分に加熱することができ
ない。このとき暖房端末３１が送風運転を行うと低温の空気が送られることになり暖房使
用者に不快感を与える虞がある。この低温の送風を防ぐため、暖房給湯システムＡは、循
環通路４側の分配比率が所定値未満の場合に暖房端末３１の送風運転を禁止する。従って
、送風運転の禁止により低温の送風を防ぐことができ、暖房使用者に不快感を与えない。
【００３６】
　また、暖房給湯システムＡは、暖房給湯同時運転時には、熱交換器１０で暖房端末用設
定温度に加熱した暖房熱媒を、第１分配弁１５で暖房端末３１と給湯用熱交換器２０に分
配するように分配比を調整する。従って、たとえ暖房熱媒の温度が暖房端末用設定温度で
あっても、暖房端末３１に供給される熱量が小さい場合には、暖房端末３１の送風運転を
禁止して低温の送風を防ぐことができる。また、送風運転を禁止しても、暖房給湯同時運
転の継続により暖房熱媒の暖房端末３１への供給が続くので、暖房端末３１の降温を防ぐ
ことができ、送風運転が再開したときに低温の送風を防ぐことができる。
【００３７】
　暖房端末３１が、外気を導入するため暖房給湯同時運転時に暖房用の熱量が不足して低
温の送風になり易いエアハンドラーである場合には、送風運転を禁止することにより一層
効果的に低温の送風を防ぐことができる。
【００３８】
　上記実施例は、暖房給湯同時運転の可否判定を行う構成であるが、その可否判定を省略
し、第１分配弁１５の分配比を調整して暖房給湯同時運転を行うように構成することもで
きる。このような構成でも、暖房給湯同時運転時に循環通路４側の分配比率が所定値より
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小さくなる場合に、暖房端末３１の送風運転を禁止するように構成して低温の送風を防ぐ
ことができる。その他、当業者であれば、本発明の趣旨を逸脱することなく、上記実施形
態に種々の変更を付加した形態で実施可能であり、本発明はそのような変更形態を包含す
るものである。
【符号の説明】
【００３９】
１　　暖房給湯装置
４　　循環通路
５　　制御部
１０　熱交換器
１２　第１バイパス通路（バイパス通路）
１５　第１分配弁（分配手段）
１９　給水通路
２０　給湯用熱交換器
２１　給湯通路
２２　第２バイパス通路（給湯バイパス通路）
２３　第２分配弁
３１　暖房端末
３２　暖房用送風機（送風機）
Ａ　　暖房給湯システム

【図１】
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